
目

次

告

示

○
建
設
工
事
及
び
建
設
関
連
業
務
の
競
争
入
札
参
加
資
格
（
監

理

課
）
…
⟊

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
号

平
成
二
十
九
年
度
に
お
い
て
県
が
発
注
す
る
建
設
工
事
（
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
設
工
事
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
測
量
業
務
、
建
設
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
、
地
質
調
査
業
務
及
び
補
償
関
係
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
（
以
下
「
建
設
関
連

業
務
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を

定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
。
以
下
「
特
例
政
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
規

定
す
る
特
定
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令

第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
二
項
及
び
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
百
六
十
七
条
の
五
第
二
項
並
び
に
特
例
政
令
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
建
設
工
事
及
び
建

設
関
連
業
務
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
（
以
下
「
競
争
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
、
競
争
入
札
参
加
資
格
の
審
査
（
以
下
「
資

格
審
査
」
と
い
う
。
）
の
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

資
格
審
査
の
区
分

１

建
設
工
事

資
格
審
査
は
、
建
設
業
法
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
設
工
事
の
種
類
ご
と
に
区
分
し
て

行
う
。

２

建
設
関
連
業
務

資
格
審
査
は
、
次
に
掲
げ
る
業
種
ご
と
に
区
分
し
て
行
う
。

㈠

測
量
業
務

㈡

建
築
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務

㈢

土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務

㈣

地
質
調
査
業
務

㈤

補
償
関
係
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務

二

競
争
入
札
参
加
資
格

１

建
設
工
事

建
設
工
事
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
は
、
青
森
県
建
設
工
事
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

の
資
格
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
八
号
。
以
下
「
建
設
工
事
規
則
」

と
い
う
。
）
第
二
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

㈠

建
設
工
事
の
実
績
、
従
業
員
の
数
、
資
本
の
額
そ
の
他
の
経
営
の
規
模
及
び
状
況
か
ら
み

て
、
県
の
契
約
の
相
手
方
と
し
て
適
当
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

㈡

四
の
１
に
規
定
す
る
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
四
の
１
の
規
定
に
よ
り
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
及
び
知
事
が
定
め
る
書
類
を
含
む
。
）
の
重
要
な
記
載
事
項
に
つ

い
て
記
載
を
し
、
か
つ
、
そ
の
記
載
内
容
が
事
実
に
反
し
て
い
な
い
こ
と
。

㈢

建
設
業
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
同
条
第
三
項
の
許
可
の
更
新
を
含
む
。
）

を
受
け
て
い
る
こ
と
。

２

建
設
関
連
業
務

建
設
関
連
業
務
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
は
、
青
森
県
建
設
関
連
業
務
の
競
争
入
札
に
参

加
す
る
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
二
月
青
森
県
規
則
第
六
号
。
以
下
「
関

連
業
務
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

㈠

建
設
関
連
業
務
の
実
績
、
従
業
員
の
数
、
資
本
の
額
そ
の
他
の
経
営
の
規
模
及
び
状
況
か

ら
み
て
、
県
の
契
約
の
相
手
方
と
し
て
適
当
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

㈡

四
の
２
に
規
定
す
る
資
格
審
査
申
請
書
（
四
の
２
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
書
類
を
含
む
。
）
の
重
要
な
記
載
事
項
に
つ
い
て
記
載
を
し
、
か
つ
、
そ
の
記
載
内
容

が
事
実
に
反
し
て
い
な
い
こ
と
。

㈢

建
設
関
連
業
務
を
行
う
に
当
た
り
法
律
上
必
要
と
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

青
森
県
報
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三

資
格
審
査
の
申
請
の
時
期

資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
は
、
随
時
と
す
る
。

四

資
格
審
査
の
申
請
の
方
法

１

建
設
工
事

資
格
審
査
の
申
請
は
、
建
設
工
事
規
則
第
四
条
第
一
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
同
項
に
規

定
す
る
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
県
土
整
備
部
監
理
課

に
郵
送
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

県
内
に
主
た
る
営
業
所
を
有
す
る
者
及
び
県
外
に
主
た
る
営
業
所
を
有
す
る
者
の
う
ち
本

県
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
し
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
申
請
日
以
前
三
十
日
以
内
に
地

域
県
民
局
長
が
交
付
す
る
青
森
県
建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
用
の
県
税
の

納
税
証
明
書
の
原
本

㈡

個
人
で
あ
る
場
合
で
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
時
点
で
県
内
の
市
町
村
に
住
所
を
有
す

る
者
に
あ
っ
て
は
、
申
請
日
以
前
三
十
日
以
内
に
当
該
市
町
村
長
が
交
付
す
る
個
人
住
民
税

の
納
税
証
明
書
の
原
本

㈢

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第

四
条
の
二
に
規
定
す
る
届
出
の
義
務
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
申
請
日
の
属
す
る
年
度
の

前
年
度
分
の
労
働
保
険
料
に
係
る
領
収
書
及
び
概
算
・
確
定
保
険
料
申
告
書
の
写
し

㈣

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
四
十
八
条
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
届
出
の
義
務
を
有
す
る
者
に

あ
っ
て
は
、
申
請
日
の
直
前
一
年
間
に
つ
い
て
未
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
厚
生
労
働
大
臣

（
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
当
該
事
務
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
若
し
く
は
健
康
保
険
事

務
組
合
の
長
が
発
行
し
た
社
会
保
険
料
の
納
付
証
明
書
の
原
本
又
は
当
該
期
間
の
社
会
保
険

料
に
係
る
領
収
書
の
写
し

㈤

申
請
日
以
前
九
十
日
以
内
に
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
百
二

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
税
務
署
長
が
交
付
す
る
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
未
納
の

税
額
が
な
い
こ
と
の
証
明
書
の
原
本

㈥

申
請
日
前
一
年
七
月
前
の
日
の
直
後
の
事
業
年
度
終
了
の
日
以
降
に
受
審
し
た
経
営
事
項

審
査
の
総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

㈦

県
内
に
主
た
る
営
業
所
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
営
業
所
一
覧
表
（
工
事
第
一
号
様

式
）

㈧

工
事
の
種
類
が
土
木
一
式
工
事
又
は
建
築
一
式
工
事
に
係
る
資
格
審
査
の
申
請
を
す
る
者

の
う
ち
、
㈥
の
経
営
事
項
審
査
の
総
合
評
定
値
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
技
術
職
員
数
の
一
級

又
は
二
級
の
欄
に
増
減
が
あ
る
者
及
び
工
事
の
種
類
が
土
木
一
式
工
事
又
は
建
築
一
式
工
事

以
外
の
工
事
に
係
る
資
格
審
査
の
申
請
を
す
る
者
の
う
ち
、
㈥
の
経
営
事
項
審
査
の
総
合
評

定
値
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
技
術
職
員
数
の
総
数
が
二
人
未
満
の
者
に
あ
っ
て
は
、
技
術
職

員
調
書
（
工
事
第
二
号
様
式
）

㈨

角
形
二
号
封
筒
に
資
格
審
査
結
果
の
送
付
先
住
所
を
記
入
し
、
百
二
十
円
切
手
を
貼
付
し

た
も
の
一
通

２

建
設
関
連
業
務

資
格
審
査
の
申
請
は
、
関
連
業
務
規
則
第
四
条
第
一
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
に

規
定
す
る
資
格
審
査
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
県
土
整
備
部
監
理
課
に
郵
送
し
て

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
資
格
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
建

設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
登
録
業
者
（
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
登
録
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
建
設
省

告
示
第
七
百
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
簿
に
登
録
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
規
程
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
現
況
報
告
書
の
写

し
、
地
質
調
査
業
登
録
業
者
（
地
質
調
査
業
者
登
録
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
建
設
省
告
示
第
七

百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
簿
に
登
録
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
規
程
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
現
況
報
告
書
の
写
し
、
補
償
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
登
録
業
者
（
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
登
録
規
程
（
昭
和
五
十
九
年
建
設
省
告
示

第
千
三
百
四
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
簿
に
登
録
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
規
程
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
現
況
報
告
書
の
写

し
の
提
出
を
も
っ
て
㈦
及
び
㈧
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈠

業
者
調
書
（
関
連
業
務
第
一
号
様
式
）

㈡

業
務
調
書
（
関
連
業
務
第
二
号
様
式
）

㈢

有
資
格
者
数
調
書
（
関
連
業
務
第
三
号
様
式
）

㈣

有
資
格
者
一
覧
表
（
関
連
業
務
第
四
号
様
式
）

㈤

業
務
実
績
一
覧
表
（
関
連
業
務
第
五
号
様
式
）

㈥

建
設
関
連
業
務
を
行
う
に
当
た
り
法
律
上
必
要
と
す
る
登
録
等
の
証
明
書
の
写
し

㈦

法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書
の
写
し

㈧

法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
直
前
二
年
の
各
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
、損
益
計
算
書
、

株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
注
記
表
、
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
直
前
二
年
の
各
事

業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

㈨

県
内
に
本
店
を
有
す
る
者
及
び
県
外
に
本
店
を
有
す
る
者
の
う
ち
本
県
に
事
務
所
又
は
事

業
所
を
有
し
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
申
請
日
以
前
三
十
日
以
内
に
地
域
県
民
局
長
が
交
付
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す
る
青
森
県
建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
用
の
県
税
の
納
税
証
明
書
の
原
本

㈩

個
人
で
あ
る
場
合
で
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
時
点
で
県
内
の
市
町
村
に
住
所
を
有
す

る
者
に
あ
っ
て
は
、
申
請
日
以
前
三
十
日
以
内
に
当
該
市
町
村
長
が
交
付
す
る
個
人
住
民
税

の
納
税
証
明
書
の
原
本

➘

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
届
出
の
義
務
を

有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
申
請
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
分
の
労
働
保
険
料
に
係
る
領
収

書
及
び
概
算
・
確
定
保
険
料
申
告
書
の
写
し

➙

健
康
保
険
法
第
四
十
八
条
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
届
出
の
義
務

を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
申
請
日
の
直
前
一
年
間
に
つ
い
て
未
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る

厚
生
労
働
大
臣
（
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
当
該
事
務
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
若
し
く

は
健
康
保
険
事
務
組
合
の
長
が
発
行
し
た
社
会
保
険
料
の
納
付
証
明
書
の
原
本
又
は
当
該
期

間
の
社
会
保
険
料
に
係
る
領
収
書
の
写
し

➚

申
請
日
以
前
九
十
日
以
内
に
国
税
通
則
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
税
務
署

長
が
交
付
す
る
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
未
納
の
税
額
が
な
い
こ
と
の
証
明
書
の
原
本

➛

常
勤
の
従
業
員
数
を
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

➜

角
形
二
号
封
筒
に
資
格
審
査
結
果
の
送
付
先
住
所
を
記
入
し
、
百
二
十
円
切
手
を
貼
付
し

た
も
の
一
通

五

競
争
入
札
参
加
資
格
の
認
定

１

建
設
工
事

建
設
工
事
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
は
、
建
設
工
事
規
則
第
五
条
及
び
第
六
条
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
認
定
す
る
。

㈠

二
の
１
に
規
定
す
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
各
要
件
を
満
た
す
者
に
つ
い
て
は
、
別
に
定

め
る
青
森
県
建
設
工
事
の
競
争
入
札
参
加
者
の
施
工
能
力
の
審
査
の
事
務
取
扱
い
に
関
す
る

基
準
に
よ
り
、
申
請
に
係
る
建
設
工
事
の
種
類
ご
と
に
建
設
工
事
規
則
別
表
第
一
及
び
別
表

第
二
に
掲
げ
る
各
項
目
を
点
数
化
し
、
そ
の
総
合
点
等
に
よ
り
、
土
木
一
式
工
事
、
建
築
一

式
工
事
、
電
気
工
事
、
管
工
事
、
鋼
構
造
物
工
事
、
舗
装
工
事
及
び
造
園
工
事
に
あ
っ
て
は

当
該
建
設
工
事
の
種
類
ご
と
に
等
級
の
区
分
を
付
し
て
、
競
争
入
札
参
加
資
格
が
あ
る
も
の

と
認
定
す
る
。

㈡

二
の
１
に
規
定
す
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
各
要
件
を
満
た
さ
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
当

該
資
格
が
な
い
も
の
と
認
定
す
る
。

２

建
設
関
連
業
務

建
設
関
連
業
務
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
は
、
関
連
業
務
規
則
第
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
認
定
す
る
。

㈠

二
の
２
に
規
定
す
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
各
要
件
を
満
た
す
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
資

格
が
あ
る
も
の
と
認
定
す
る
。

㈡

二
の
２
に
規
定
す
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
各
要
件
を
満
た
さ
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
当

該
資
格
が
な
い
も
の
と
認
定
す
る
。

六

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知

資
格
審
査
の
結
果
は
、
建
設
工
事
規
則
第
五
条
の
二
又
は
関
連
業
務
規
則
第
五
条
の
二
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
資
格
審
査
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
。

七

競
争
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

１

建
設
工
事

競
争
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
建
設
工
事
規
則
第
七
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
六
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
当
該
通

知
が
あ
っ
た
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
平
成
二
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
平
成

三
十
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
六
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
当
該
通
知
が

あ
っ
た
日
か
ら
平
成
三
十
年
六
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

２

建
設
関
連
業
務

競
争
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
関
連
業
務
規
則
第
六
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
六
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
当
該
通

知
が
あ
っ
た
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
平
成
二
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
平
成

三
十
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
六
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
当
該
通
知
が

あ
っ
た
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
六
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

八

競
争
入
札
参
加
資
格
の
更
新
手
続

１

建
設
工
事

競
争
入
札
参
加
資
格
の
更
新
を
希
望
す
る
者
は
、
建
設
工
事
規
則
第
四
条
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
平
成
三
十
年
に
行
わ
れ
る
定
期
の
資
格
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

建
設
関
連
業
務

競
争
入
札
参
加
資
格
の
更
新
を
希
望
す
る
者
は
、
関
連
業
務
規
則
第
四
条
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
平
成
三
十
一
年
に
行
わ
れ
る
定
期
の
資
格
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九

競
争
入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
文
書
の
入
手
の
方
法

競
争
入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
文
書
は
、
青
森
県
建
設
業
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
（
http://pub.p

ref.aomori.lg.jp/kouji/）
に
お
い
て
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
青
森
県
建
設
業

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
に
お
い
て
当
該
文
書
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
問
合
せ
先
は
、
次

（ ）2青 森 県 報 号外第40号平成29年４月１日 土曜日（ ）3 青 森 県 報 号外第40号平成29年４月１日 土曜日



の
と
お
り
と
す
る
。

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

県
庁
北
棟
三
階

青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
建
設
業
振
興
グ
ル
ー
プ

電
話
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
六
四
〇

（ ）4青 森 県 報 号外第40号平成29年４月１日 土曜日
工
事
第
一
号
様
式

建
設
業
許
可
番
号

商
号
又
は
名
称

営
業
所
の
名
称

郵
便
番
号

所
在
地

電
話
番
号

Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号

備
考

注
１２３
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

営
業

所
一

覧
表

　
青
森
県
内
に
営
業
所
（
建
設
業
許
可
の
届
出
を
し
て
い
る
も
の
）
が
あ
る
場
合
は
、
全
て
を
記
入
し
、
青
森
県
内
に
営

業
所
が
な
い
場
合
は
、
青
森
県
と
請
負
契
約
手
続
を
行
う
予
定
と
な
る
営
業
所
（
こ
の
場
合
は
、
本
社
を
含
む
。
）
を
記

入
し
、
備
考
欄
に
そ
れ
ぞ
れ
◎
印
を
付
す
こ
と
。

　
青
森
県
内
に
営
業
所
が
な
く
、
連
絡
所
等
（
請
負
契
約
手
続
を
行
わ
な
い
も
の
）
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
連
絡
所
を
記

入
す
る
こ
と
。
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工事第二号様式

建設業許可番号

商号又は名称

1級 2級 1級 2級

計

注１　競争入札参加資格の審査を申請する建設業の欄には、申請する建設業の略号の箇所に○印を記入すること。
　２　技術者ごとに、有資格に応じて配置可能な全ての建設業について、建設業の略号の箇所に○印を記入すること。

　４　県内建設業者にあっては、公益財団法人青森県建設技術センターへの登録技術者について記入すること。県外建設業者にあっては、資格証及び常勤確認資料を提出すること。
　５　配置可能な建設業については、技術者資格区分表のとおりとする。
　６　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４横長とする。

技　　術　　職　　員　　調　　書

競争入札参加資格の審査を申請する建設業

氏　　名 生年月日 有資格コード 土 建
大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗

し
ゅ

板 ガ 塗 防 内 機 消 清

　３　土木一式工事及び建築一式工事について、総合評定値通知書記載の技術職員数から増減がある場合、土木又は建築関係の資格を有する全ての常勤技術職員を生年月日順に記入し、該当する
　　級の欄に○印を記入すること。一つの業種について、同一人が１級相当と２級相当の両方の資格を有している場合は、上位の級の欄のみに○印を記入すること。

絶 通 園 井 具 水



（ ）6青 森 県 報 号外第40号平成29年４月１日 土曜日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

建設業法第7条第2号イ該当 指定学科卒業後３年又は５年以上の実務経験

建設業法第7条第2号ロ該当 １０年以上の実務経験

建設業法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上) 大臣認定者

建設業法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上) 大臣認定者

一級建設機械施工技士 ○ ○ ○

二級建設機械施工技士（第1種～第6種） ○ ○ ○

一級土木施工管理技士 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

二級土木施工管理技士（土木） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

二級土木施工管理技士（鋼構造物塗装） ○

二級土木施工管理技士（薬液注入） ○

一級建築施工管理技士 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

二級建築施工管理技士（建築） ○

二級建築施工管理技士（躯体） ○ ○ ○ ○ ○

二級建築施工管理技士（仕上げ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一級電気工事施工管理技士 ○

二級電気工事施工管理技士 ○

一級管工事施工管理技士 ○

二級管工事施工管理技士 ○

一級造園施工管理技士 ○

二級造園施工管理技士 ○

一級建築士 ○ ○ ○ ○ ○ ○

二級建築士 ○ ○ ○ ○ ○

木造建築士 ○

建設・総合技術監理（建設） ○ ○ ○ ○ ○ ○

建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理（建設「鋼構造物及びコンクリート」） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

農業「農業土木」・総合技術監理（農業「農業土木」） ○ ○

電気電子・総合技術監理（電気電子） ○ ○

機械・総合技術監理（機械） ○

機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理（機械「流体工学」又は「熱工学」） ○ ○

上下水道・総合技術監理（上下水道） ○ ○

上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理（上下水道「上水道及び工業用水道」） ○ ○ ○

水産「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」） ○ ○ ○

森林「林業」・総合技術監理（森林「林業」） ○

森林「森林土木」・総合技術監理（森林「森林土木」） ○ ○ ○

衛生工学・総合技術監理（衛生工学） ○

衛生工学「水質管理」・総合技術監理（衛生工学「水質管理」） ○ ○

衛生工学「廃棄物監理」・総合技術監理（衛生工学「廃棄物監理」） ○ ○ ○

第一種電気工事士 ○

第二種電気工事士 3年 ○

電気事業法 電気主任技術者（第1種～第3種） 5年 ○

電気通信事業法 電気通信主任技術者 5年 ○

水道法 給水装置工事主任技術者 1年 ○

甲種消防設備士 ○

乙種消防設備士 ○

とび・とび工 ○

型枠施工 ○ ○

ウエルポイント施工 ○

路面標示施工 ○

建築板金「ダクト板金作業」 ○ ○ ○

建築大工 ○

左官 ○

コンクリート圧送施工 ○

冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 ○

給排水衛生設備配管 ○

配管・配管工 ○

タイル張り・タイル張り工 ○

築炉・築炉工・れんが積み ○

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 ○ ○

石工・石材施工・石積み ○

鉄工・製罐 ○

鉄筋組立て・鉄筋施工 ○

工場板金 ○

板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」 ○ ○

板金・板金工・打出し板金 ○

かわらぶき・スレート施工 ○

ガラス施工 ○

塗装・木工塗装・木工塗装工 ○

建築塗装・建築塗装工 ○

金属塗装・金属塗装工 ○

噴霧塗装 ○

畳製作・畳工 ○

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工 ○

熱絶縁施工 ○

建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工 ○

造園 ○

防水施工 ○

さく井 ○

地すべり防止工事 1年 ○ ○

基礎ぐい工事 ○

建築設備士 1年 ○ ○

計装 ○ ○

技 術 者 資 格 区 分 表

資　　格　　区　　分 実務
経験

コード

建 設 業 の 種 類
附則
第4条
該当

※等級区
分が２級
の場合
は、合格
後３年以
上の実務
経験を要
する。た
だし、平
成１６年
４月１日
時点で合
格してい
た者は実
務経験１
年以上。

職
業
能
力
開
発
促
進
法

建
設
業
法

建築士法

技
術
士
法

電気工事士法

消防法
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申
請

区
分

（
1
:新

規
、

2
:更

新
そ

の
他

）
 県

内
・
県

外
（
9
0
:県

内
、

9
1
:県

外
）

登
録

番
号

（
例

）
9
0
-
7
7
7
、

9
1
-
1

 法
人

・
個

人
（
1
:法

人
、

2
:個

人
、

9
:組

合
）

（
本

社
情

報
）

フ
リ
ガ

ナ

商
号

又
は

名
称

代
表

者
フ

リ
ガ

ナ

代
表

者
氏

名

都
道

府
県

名
 郵

便
番

号

市
区

町
村

名
 地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

所
在

地

建
物

名
・
階

電
話

番
号

 Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号

（
東

北
地

域
）

青
森

県
内

で
契

約
締

結
権

限
を

有
す

る
本

店
、

支
店

等
の

有
無

（
1
:有

、
0
:無

）

青
森

県
内

で
契

約
締

結
権

限
を

有
し

な
い

連
絡

所
等

の
有

無

青
森

県
以

外
の

東
北

地
域

 （
岩

手
・
宮

城
・
秋

田
・
山

形
・
福

島
）
に

契
約

締
結

権
限

を
有

す
る

本
店

、
支

店
等

の
有

無

（
受

任
営

業
所

情
報

）

受
任

者
（
1
:有

、
0
:無

）

受
任

営
業

所
名

都
道

府
県

名
 郵

便
番

号

市
区

町
村

名
 地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

所
在

地

建
物

名
・
階

電
話

番
号

 Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号

（
資

本
、

職
員

）

営
業

年
数

年
 全

職
員

数
【
常

勤
】

人

資
本

金
千

円
 関

連
業

務
の

技
術

職
員

数
人

自
己

資
本

＋
千

円
 上

記
の

う
ち

所
定

の
有

資
格

者
数

（
マ

イ
ナ

ス
の

場
合

は
「
－

」
に

す
る

）

所
属

氏
名

連
絡

先

申
請

事
務

担
当

者

人

代
表

者
の

生
年

月
日

　
関

連
業

務
第

一
号

様
式

業
　

　
者

　
　

調
　

　
書

（
測

量
・
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト
等

）
希

望
業

務
・
登

録
業

務
（
1
:有

、
空

白
:無

）
（
1
:有

、
空

白
:無

）

測
量

一
般

河
川

、
砂

防
及

び
海

岸
・
海

洋

地
図

の
調

整
港

湾
及

び
空

港

航
空

測
量

電
力

土
木

建
築

一
般

道
路

意
匠

鉄
道

構
造

上
水

道
及

び
工

業
用

水
道

暖
冷

房
下

水
道

衛
生

農
業

土
木

電
気

森
林

土
木

建
築

積
算

水
産

土
木

電
気

設
備

積
算

廃
棄

物

機
械

設
備

積
算

造
園

調
査

都
市

計
画

及
び

地
方

計
画

地
質

土
質

及
び

基
礎

土
地

調
査

鋼
構

造
及

び
コ

ン
ク

リ
ー

ト

土
地

評
価

ト
ン

ネ
ル

物
件

施
工

計
画

、
施

工
設

備
及

び
積

算

機
械

工
作

物
建

設
環

境

営
業

補
償

、
特

殊
補

償
機

械

事
業

損
失

電
気

電
子

補
償

関
連

環
境

調
査

不
動

産
鑑

定

登
記

手
続

等

記
載

要
領

1
 「

測
量

の
測

量
一

般
、

地
図

の
調

整
及

び
航

空
測

量
」
、

「
建

築
関

係
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト
の

建
築

一
般

」
、

「
補

償
関

係
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト
の

不
動

産
鑑

定
」

を
希

望
す

る
方

は
、

法
律

上
の

登
録

が
な

け
れ

ば
希

望
す

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
。

2
 補

償
関

係
及

び
土

木
関

係
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト
に

つ
い

て
は

、
登

録
の

あ
る

部
門

に
「
1
」
、

登
録

の
な

い
部

門
は

空
白

と
し

て
く

だ
さ

い
。

登
録

を
受

け
て

い
る

事
業

業
務

実
績

高
（
千

円
）

（
1
:有

、
空

白
:無

）
直

前
2
年

決
算

直
前

1
年

決
算

測
量

業
者

建
築

士
事

務
所

(平
均

値
)

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト

地
質

調
査

業
者

補
償

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト

不
動

産
鑑

定
業

者

土
地

家
屋

調
査

士

司
法

書
士

計
量

証
明

業
者

※
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
を

抜
い

た
金

額

補
償

関
係

地
質

調
査

建
築

関
係

土
木

関
係

測
量

－

補償関係コンサルタント

－

－
その他

－

地
質

調
査

－ －－ －－ －－ －－ －

建築関係建設コンサルタント

－

測量

－

土木関係建設コンサルタント

－

関
連

業
務

第
二

号
様

式

希
望

登
録

希
望

登
録

業
務

区
分

業
務

区
分

業
　

務
　

調
　

書
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有
資

格
者

数

（
1
）
技

術
士

以
外

の
資

格
（
2
）
技

術
士

関
係

の
資

格

１
級

土
木

施
工

管
理

技
士

機
械

流
体

工
学

２
級

土
木

施
工

管
理

技
士

機
械

交
通

・
物

流
機

械
及

び
建

設
機

械

土
木

学
会

認
定

土
木

技
術

者
(特

別
上

級
・
上

級
・
１

級
)

電
気

電
子

環
境

計
量

士
建

設
土

質
及

び
基

礎

土
地

区
画

整
理

士
建

設
鋼

構
造

及
び

コ
ン

ク
リ

ー
ト

第
１

種
電

気
主

任
技

術
者

建
設

都
市

及
び

地
方

計
画

電
気

通
信

主
任

技
術

者
（
伝

送
、

線
路

）
建

設
都

市
及

び
地

方
計

画
（
造

園
）

地
質

調
査

技
士

建
設

河
川

、
砂

防
及

び
海

岸
・
海

洋

１
級

建
築

士
建

設
港

湾
及

び
空

港

２
級

建
築

士
建

設
電

力
土

木

構
造

設
計

１
級

建
築

士
建

設
道

路

設
備

設
計

１
級

建
築

士
建

設
鉄

道

建
築

設
備

士
建

設
ト
ン

ネ
ル

建
築

積
算

資
格

者
（
建

築
積

算
士

）
建

設
施

工
計

画
、

施
工

設
備

及
び

積
算

測
量

士
建

設
建

設
環

境

測
量

士
補

上
下

水
道

上
水

道
及

び
工

業
用

水
道

土
地

家
屋

調
査

士
上

下
水

道
下

水
道

不
動

産
鑑

定
士

上
下

水
道

水
道

環
境

不
動

産
鑑

定
士

補
衛

生
工

学
大

気
管

理

司
法

書
士

衛
生

工
学

水
質

管
理

補
償

業
務

管
理

士
 土

地
調

査
衛

生
工

学
廃

棄
物

管
理

補
償

業
務

管
理

士
 土

地
評

価
衛

生
工

学
空

気
調

和

補
償

業
務

管
理

士
 物

件
衛

生
工

学
建

築
環

境

補
償

業
務

管
理

士
 機

械
工

作
物

農
業

農
業

土
木

補
償

業
務

管
理

士
 営

業
補

償
・
特

殊
補

償
林

業
森

林
土

木

補
償

業
務

管
理

士
 事

業
損

失
水

産
水

産
土

木

補
償

業
務

管
理

士
 補

償
関

連
応

用
理

学
地

質

電
気

設
備

設
計

実
務

経
験

者
Ａ

電
気

設
備

設
計

実
務

経
験

者
Ｂ

機
械

設
備

設
計

実
務

経
験

者
Ａ

機
械

設
備

設
計

実
務

経
験

者
Ｂ

土
木

設
計

実
務

経
験

者

地
質

調
査

実
務

経
験

者

補
償

業
務

実
務

経
験

者

公
共

用
地

取
得

実
務

経
験

者

（
注
）

・
人

数
は

、
延

べ
人

数
で

あ
る

。
同

一
人

が
複

数
の

資
格

を
有

し
て

い
る

場
合

は
、

重
複

し
て

計
上

す
る

。

・
１

人
で

同
一

種
類

の
１

・
２

級
、

士
・
士

補
の

資
格

を
有

し
て

い
る

場
合

は
、

上
位

の
資

格
の

み
を

計
上

す
る

。

・
○

○
実

務
経

験
者

に
は

、
同

種
の

有
資

格
者

は
含

め
な

い
。

（
例

：
補

償
業

務
管

理
士

を
有

し
て

い
る

者
は

、
補

償
業

務
実

務
経

験
者

に
計

上
し

　
な

い
で

、
補

償
業

務
管

理
士

の
み

に
記

入
す

る
。

）

－ － －－ －

関
連

業
務

第
三

号
様

式

人
数 有

　
資

　
格

　
者

　
数

　
調

　
書

技
術

士
資

格
名

部
門

専
門

科
目

番
号

所
属
営
業
所

氏名 ふりがな 生年月日
最終学歴、
専攻学科

機
械

（
流
体

、
建
設

）

電
気
電
子

建
設
上
下
水
道

衛
生
工
学

農
業
林
業
水
産
応
用
理
学

（
地
質

）

一
級
土
木
施
工
管
理
技
士

二
級
土
木
施
工
管
理
技
士

土
木
学
会
認
定

土
木
技
術
者

特
別
上
級
・

上
級
・
一
級

環
境
計
量
士

土
地
区
画
整
理
士

第
一
種
電
気
主
任
技
術
者

電
気
通
信
主
任
技
術
者

伝
送

、
線
路

地
質
調
査
技
士

一
級
建
築
士

二
級
建
築
士

構
造
設
計
一
級
建
築
士

設
備
設
計
一
級
建
築
士

建
築
設
備
士

建
築
積
算
資
格
者

（
建
築
積
算
士

）

測
量
士

測
量
士
補

土
地
家
屋
調
査
士

不
動
産
鑑
定
士

不
動
産
鑑
定
士
補

司
法
書
士

補
償
業
務
管
理
士

電
気
設
備
設
計
実
務
経
験
者
Ａ

電
気
設
備
設
計
実
務
経
験
者
Ｂ

機
械
設
備
設
計
実
務
経
験
者
Ａ

機
械
設
備
設
計
実
務
経
験
者
Ｂ

土
木
設
計
実
務
経
験
者

地
質
調
査
実
務
経
験
者

補
償
業
務
実
務
経
験
者

公
共
用
地
取
得
実
務
経
験
者

左
記
実
務
経
験
者
の
場
合
の
実

務
経
験
年
月
数

合計

技術士

　関連業務第四号様式　　　有資格者一覧表
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発注区分 契約相手先
元請
・下請

契約件名 業務対象の規模
業務履行場所
の都道府県名

契約金額
（千円）

着手年月 完成(予定)年月

青森県

青森県

他公共

他公共

民間

民間

　４　「契約金額」欄には、消費税及び地方消費税抜きの金額を記入してください。（千円未満四捨五入）

関連業務第五号様式

（測量･建築･土木･地質・補償）

記載要領
　１　希望する業種区分ごとに作成してください。（測量、建築関係、土木関係、地質調査、補償関係）
　２　発注区分ごとに、直前２年間の主な契約について、２件以内を記入してください。（完成、未成を含む。）
　３　「業務対象の規模」欄には、例えば測量における面積や精度等、設計における構造や延面積等を記入してください。

業　務　実　績　一　覧　表
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭


